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⑥のうち贈与税額に

係る外国税額控除額

贈与税の申告書を
提出した税務署の
名称

①の年分に被相続人から相
続時精算課税に係る贈与を
受けた財産の価額の合計額

③から控除する相続
時精算課税に係る基
礎控除額

贈与を受けた人の氏名
被相続人から初めて相続時精算課税に係る贈与を
受けた年分（相続時精算課税選択届出書の提出に係る年分）

相続時精算課税選択届出書を提出した
税務署の名称

相続時精算課税適用
財産の価額（③－④）
（赤字のときは０）

③の財産に係る贈与税
額（贈与税の外国税額
控除前の金額）

⑧
合　　　　　　　計

⑨ ⑩

⑥ ⑦

贈与を受けた人ごとに記入します。

1　租税特別措置法第70条の6の 9 ((個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))、第70条
の7の 3 ((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))又は第70条の7の 7 ((非上場株式等の
特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))の規定の適用により相続又は遺贈により取得したものとみ
なされる財産は、その財産の種類に応じて第11表の付表1、付表2又は付表4に記入します（この表には記入し
ません。）。

2　 ③欄の金額は、下記 2の②の「価額」欄の金額に基づき記入します。
3　 ④欄は、被相続人である特定贈与者に係る贈与税の申告書第2表の「相続時精算課税に係る基礎控除額」欄の
金額を記入します。なお、「① 贈与を受けた年分」欄が令和5年分以前の場合は、「0」と記入します。

4　 ⑧欄の金額を第1表のその人の「相続時精算課税適用財産の価額②」欄及び第15表のその人の㉛欄にそれぞれ
転記します。

5　 ⑨欄の金額を第1表のその人の「相続時精算課税分の贈与税額控除額⑰」欄に転記します。

③

1　この明細は、被相続人である特定贈与者に係る贈与税の申告書第 2表に基づき記入します。なお、被相続人で
ある特定贈与者が贈与をした年中に死亡し贈与税の申告が不要である場合は、「相続税の申告のしかた」の記載
例を参照してください。

2　 ②の「価額」欄には、被相続人である特定贈与者に係る贈与税の申告書第 2表の「財産の価額」欄の金額を記入
します。ただし、特定事業用資産の特例の適用を受ける場合には、第 11・11 の 2 表の付表 3 の⑦欄の金額と⑦欄の金
額に係る第11・11の 2表の付表3の2の⑲欄の金額の合計額を、特定計画山林の特例の適用を受ける場合には、第11・
11 の 2 表の付表 4 の「2　特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林の明細」の⑤欄の金額を記入
します。また、租税特別措置法第 70 条の 3 の 3(( 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例 )) の承認を
受けている場合には、その承認に係る財産の価額から同条の規定による災害により被害を受けた部分に対応す
る金額を控除した金額を記入します。

価額

利用区分、銘柄等


